
平成 26年 4月 1日 
顧問先 各位 

神谷研税理士事務所 
 
 

平成２６年 4月１日以降の領収書へ添付する印紙の非課税枠拡大 
 
平成 26年 4月 1日以降受領した金額を証する領収書を作成する時の貼付する印
紙の非課税枠が拡大されます。 
（改正内容） 
 従前  受領金額 ３０，０００円未満        ⇒ 非課税 

３０，０００円以上１００万円以下 ⇒ ２００円 
改正  受領金額 ５０，０００円未満        ⇒ 非課税 

５０，０００円以上１００万円以下 ⇒ ２００円 
 
なお、建設業許可業者については、「請負に関する契約書」へ貼付する印紙に

ついて、軽減措置が適用になりますので、ご不明な時は神谷事務所へご一報下
さい。 

 
 
 


